
  

回 覧           平成２５年１０月１５日（三股町） 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

  

 
◆ 就職などに役立つ講座を開催します（受講料無料） 

 

都城地域雇用創造協議会で開催予定の講座をお知らせします。 

※実施するセミナーは雇用保険受給者の求職活動の１回として認められます。 

※応募者多数の場合は選考になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 座 ◎Ｗｏｒｄ・ＥｘｃｅｌスキルアッＷｏｒｄ・ＥｘｃｅｌスキルアッＷｏｒｄ・ＥｘｃｅｌスキルアッＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌスキルアップ講座プ講座プ講座プ講座 

内 容 

マウス操作・キーボード入力ができる求職者を対象に、マイ

クロソフトワードでの文書・表作成、マイクロソフトエクセ

ルでのグラフ作成などについて学ぶ講座を開催します。 

期 日 １１月２５日（月）～２９日（金） 全５回 

時   間 午前９時～午後４時 

定 員 ２０人 

締 め 切 り １１月８日（金） 

場 所 都城地域高等職業訓練校（都城市年見町１３―１１） 

【№】 

表紙 

１ 

 

  

２ 

 

 

３ 

４ 

５ 

 

 

６ 

 
 

７ 

 

 

８ 

 

【内   容】 

◆就職などに役立つ講座を開催します（受講料無料） 

◆イヌのしつけ方教室の参加者を募集します（無料） 

◆「三州健康教室」を開催します 

◆平成２６年用宮崎県民手帳を販売します 

◆平成２６年成人式を次の通り開催します 

◆平成２６年成人式の発表者などを募集します 

◆ 『くいまーる』に乗って｢文化祭｣と｢ふるさとまつり｣に行こう！ 

◆ふるさとまつり『くいまーる』臨時時刻表 

◆家内労働（内職）情報をお知らせします    

◆「平成２５年度 秋のみやざき就職フェア」を開催します 

◆安心・安全の目印  マークをご存知ですか？ 

◆不動産合同公売会を実施します 

◆木造住宅の耐震診断を実施します 

◆「こどもの聴こえとことばの相談」を実施します 
 

◆屋外で鶏を飼育している人へ 高病原性鳥インフルエンザを予防し

ましょう 

◆農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による町商品券交換事業

を実施しています 

◆「行政相談」を実施します 

◆「法律相談」（無料）を実施します 

【分 類】 

③講座・教室 

 

 

④お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

⑧農林畜産業関連 

 

 

⑨ 相 談 

 

 

③ 講座・教室 

【お申し込み・お問い合わせ】 
 
都城地域雇用創造協議会事務局（都城市役所５階）
 

☎：２３－２４１２ 

ＦＡＸ：２３－２４１７ 

E-mail：mjkoyou@btvm.ne.jp 

ホームページ：http://www.mjkoyou.com/  

にお願いします。 
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◆ イヌのしつけ方教室の参加者を募集します（無料） 
 

イヌのしつけ方教室を次の通り開催します。 

期 日 １１月９日（土）・１６日（土） 全２日間 

時 間 午後２時～４時 

場 所 都城保健所（都城市上川東３―１４－３） 

定 員 １０組程度（先着順） 

対 象 
登録、狂犬病予防注射およびワクチン接種済みのイヌ 

の飼育者で、２日間とも受講できる人 

〇申し込み方法 １１月８日（金）午前中までに参加希望者が、 

直接電話でお申し込みください。 
 

＜協賛＞ 一般社団法人 宮崎県獣医師会 都城北諸支部      
 

※お申し込み・お問い合わせは、 

都城保健所 衛生環境課 （☎２３－４５０４）にお願いします。 
 
◆「三州健康教室」を開催します 

 

三州病院では毎月、地域の皆さんの健康維持・増進のために健康教室を  

開催しています。 

誰でも参加できますので、ご近所お誘い合わせの上、ご参加ください。 

 

１．期 日：   １１月１５日（金）  
 

２．時 間：   午後３時～４時 
 

３．場 所：   三州病院３階 カンファレンス室 
 

４．内 容：   テーマ「腹痛！こんなときどうする？ 

～いつ検査するの？今でしょう！～」 

           講師：三州病院 外科医 林 知美 先生 
 

５．参 加 費：   無料 
 

６．定 員：   ６０人 
 

７．申し込み方法：  電話または来院時にお申し込みください。 

           ※予約が必要です。※予約が必要です。※予約が必要です。※予約が必要です。 
 

※お申し込み・お問い合わせは、  

三州病院（☎２２－０２３０）にお願いします。 

 
                                                                

 

◆ 平成２６年用宮崎県民手帳を販売します 

 

県民手帳は、県および市町村の各種統計や県内の主な行事などが記載して

あり、仕事や日常生活に大変役に立つ手帳です。 

購入を希望する人は、次の場所でご購入ください。 

★冊数に限りがありますので、早めの購入をお願いします。 

 

 

１．品  名 ： 宮崎県民手帳（タテ 15㌢㍍ ヨコ 9㌢㍍）  

２．金  額 ： １冊 ５００円（消費税込み） 

３．販売期間 ： １１月１日（金）～平成２６年１月３１日（金） 

          【土・日・祝日および１２月２９日（日） 

～平成２６年１月３日（金）を除く】 

※ただし、在庫がなくなり次第、販売を終了します。 

４．販売場所 ： 町役場 案内窓口 

          ◎町内のセブンイレブンでも販売しています。 

 

※お問い合わせは、地域政策室 地域政策係（２階 ⑦番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２２３）にお願いします。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ お知らせ 
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◆ 平成２６年成人式を次の通り開催します 
 

期 日 平成２６年１月５日（日） 

時 間 午前１０時３０分～正午【予定】 

場 所 町立文化会館 

受け付け 午前１０時～ 

対 象 平成５年４月２日～平成６年４月１日の間に生まれた人 

※新成人者には１０月中旬に文書で案内します。就職・進学により三股町

から転出した新成人者についても、家族が町内在住であれば、文書を送

付します。 

 
 

  

◆ 平成２６年成人式の発表者などを募集します 
  

  成人式で、新成人を代表しての意見発表者や町民憲章朗誦（ろうしょう） 

 者、成人証書受領者を募集しています。２０歳の記念に応募してみませか。

なお申し込み多数の場合は選考となります。  

 

※お問い合わせは、教育委員会 教育課 生涯学習係 

           （☎５２－１１１１・内線４３３）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 ◆ 『くいまーる』に乗って｢文化祭｣と｢ふるさとまつり｣に行こう！ 

 
１１月９日（土）・１０日（日）に開催される「ふるさとまつり」に合わせて、

『くいまーる』（三股町コミュニティバス）の臨時便を運行します。 

 

当日はスタンプラリーを行います。参加者全員に帰宅用の『くいまーる』無

料乗車券（当日限り有効）と参加賞を用意していますので、ぜひ、『くいまーる』

をご利用ください。 
 

★ 『くいまーる』運賃・・・１乗車 １００円 (※回数券の利用も可能) 
 

★スタンプラリー 

 ① 『くいまーる』バス内に設置してあるカードをもらいます。 

 ② 文化祭会場（町武道体育館）でカードにスタンプを押してください。 

 ③ ふるさとまつり会場の本部で、カードを帰宅用無料乗車券、粗品と交換

しましょう♪ 
 

★運行時刻 

 次ページの「ふるさとまつり『くいまーる』臨時時刻表」をご覧ください。 

時刻表はコミュニティバス事務所（みまたんえき【ＪＲ三股駅】駅舎内）・ 

町役場案内窓口にあります。 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは 

・『くいまーる』については・・・ 

三股町コミュニティバス事務所（☎５２－００００） 

・スタンプラリーについては・・・ 

ふるさとまつり実行委員会事務局(町産業振興課内) 

 （☎５２－１１１１・内線３５４）にお願いします。 

内容 

意見発表   （１人） 
新成人者としての決意・抱負を４００字詰め原稿用

紙３枚程度にまとめ、発表します。 

町民憲章朗誦 （1 人） 新成人者を代表して町民憲章を朗誦します。 

成人証書受領 

（男女各 1 人） 
新成人者を代表して成人証書を受領します。 

募集締め切り １１月６日（水） 
 『くいまーる』の 

スタンプラリーに参加してね♪ 

★注意 

運行時間は、４月１日改訂のくいまーるの時刻表と同じですが、 

一部に時間とコースの変更がありますので、気を付けてください。
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各バス停 

に停車 

出発点 

JR三股駅前 

 

   

 
 

  

 

○ 長田・梶山コース  

① 

大八重 

文化会館前 

サテライト三股 

8：10 

8：33 

8：50 

9：36

9：59

10：16

11：09 

11：32 

11：49 

12：38

13：01

13：18

14：06 

14：29 

14：46 

15：34

15：57

17：10 

17：33 

 

② 

サテライト三股 

文化会館前 

大八重 

8：55 

9：11 

9：34 

10：26

10：42

11：05

11：55 

12：11 

12：34 

13：23

13：39

14：02

14：51 

15：07 

15：30 

16：27

16：43

17：06

    

19191919：：：：10101010    

19191919：：：：33333333    

21212121：：：：10101010

21212121：：：：33333333

 

○ 田上・蓼池コース 

③ 

新地馬場集落館  

文化会館前 

JR 三股駅前 

7：55 

8：31 

8：34 

9：23

9：59

10：02

10：51

11：27

11：30

12：19

12：55

12：58

13：47

14：23

14：26

11115555：：：：15151515

11115555：：：：51515151

15151515：：：：54545454

④ 

JR 三股駅前 

文化会館前 

新地馬場集落館  

8：39 

8：42 

9：20 

10：07

10：10

10：48

11：35

11：38

12：16

13：03

13：06

13：44

14：31

14：34

15：12

16：22

16：25

17：03

18181818：：：：57575757

19191919：：：：00000000

19191919：：：：33338888

20202020：：：：57575757    

21212121：：：：00000000    

21212121：：：：38383838    

○ 樺山・宮村・植木コース                 ⑦ まつり会場 →宮村 → 

⑤ 宮村 → まつり会場 → サテライト三股 ⑥ サテライト三股→ まつり会場 → 宮村     植木 → ＪＲ三股駅前 

⑤ 

宮村第2団地 

文化会館前 

サテライト三股 

8：21 

8：31 

8：52 

9：45

9：55

10：16

11：09

11：19

11：40

12：33 

12：43 

13：04 

13：57

14：07

14：28

⑥ 

サテライト三股 

文化会館前 

宮村第2団地 

9：07 

9：27 

9：37 

10：31

10：51

11：01

11：55

12：15

12：25

13：19 

13：39 

13：49 

16：21

16：41

16：51

⑦ 

文 化 

会館前 

（宮村） 

（植木） 

ＪＲ 

三股駅前 

    

19191919：：：：05050505

    

    

    

19191919：：：：32323232

    

21212121：：：：05050505    

    

    

    

21212121：：：：32323232     

⑥には始点「サテライト三股【14：43 発】」の便がありますが、終点「ＪＲ三股駅 

前【14：55 着】」までとなっているため掲載していません。 

 

     

 

〇 長田・梶山コース  

① 

大八重 

文化会館前 

サテライト三股 

8：10

8：33

8：50

9：36

9：59

10：16

11：09

11：32

11：49

12：38 

13：01 

13：18 

14：06

14：29

14：46

15：34

15：57

17：10

17：33

② 

サテライト三股 

文化会館前 

大八重 

8：55

9：11

9：34

10：26

10：42

11：05

11：55

12：11

12：34

13：23 

13：39 

14：02 

14：51

15：07

15：30

16：27

16：43

17：06

17171717：：：：50505050

18181818：：：：13131313

 

○ 田上・蓼池コース 

③ 

新地馬場集落館  

文化会館前 

JR 三股駅前 

7：55

8：31

8：34

9：23

9：59

10：02

10：51 

11：27 

11：30 

12：19

12：55

12：58

13：47

14：23

14：26

11115555：：：：15151515    

11115555：：：：51515151    

15151515：：：：54545454 

④ 

JR 三股駅前 

文化会館前 

新地馬場集落館  

8：39

8：42

9：20

10：07

10：10

10：48

11：35 

11：38 

12：16 

13：03

13：06

13：44

14：31

14：34

15：12

16：22 

16：25 

17：03 

17171717：：：：42424242

17171717：：：：45454545

18181818：：：：23232323

 

○ 樺山・宮村・植木コース           ⑦まつり会場 → 宮村 →  

⑤宮村 → まつり会場 → サテライト三股 ⑥ サテライト三股→ まつり会場 → 宮村     植木→ＪＲ三股駅前 

⑤ 

宮村第2団地 

文化会館前 

サテライト三股 

8：21

8：31

8：52

9：45 

9：55 

10：16 

11：09

11：19

11：40

12：33

12：43

13：04

13：57

14：07

14：28

   

⑥ 

サテライト三股 

文化会館前 

宮村第2団地 

9：07

9：27

9：37

10：31 

10：51 

11：01 

11：55

12：15

12：25

13:19

13:39

13:49

16：21

16：41

16：51

⑦ 

文 化 

会館前 

（宮村）  

（植木） 

ＪＲ 

三股駅前 

 

17171717：：：：17171717

    

    

    

17171717：：：：44444444 

※ ⑥には始点「サテライト三股【14：43 発】」の便がありますが、終点「ＪＲ三股駅前 

【14：55 着】」までとなっているため掲載していません。 

 

    

※ 出発点と終点のみ表示してありますが各バス停に停車します。 

１１月９日・土曜日 

１１月１０日・日曜日 

☆ 赤い文字は臨時便で、まつり開催日のみの運行です。 

ふるさとまつり『くいまーる』臨時時刻表 

終点 JR 三股駅前 

出発点 JR 三股駅

①大 八 重 → まつり会場 → サテライト三股 

②サテライト三股→ まつり会場 → 大 八 重 

③新地馬場集落館→ まつり会場 → JR 三股駅前 

④JR 三股駅前 → まつり会場 → 新地馬場集落館 

終点 JR 三股駅前 

各バス停に停車 

①大 八 重 → まつり会場 → サテライト三股

②サテライト三股→ まつり会場 → 大 八 重 

③新地馬場集落館→まつり会場→JR 三股駅前 

④ JR 三股駅前→まつり会場→新地馬場集落館 
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◆ 家内労働（内職）情報をお知らせします    

 

 

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、家内労働の情報提

供とあっせんを無料で行っています。いろいろな内容の仕事の情報提供をし

ていますので、ぜひご利用ください。 

 

 

◎家内労働をお探しの人へ 

ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターにお問い合わせ

ください（ご希望の家内労働の募集がすでに終了の場合は、ご了承ください）。 

電話での相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 

 

◎事業所の人へ  

家内労働に適したお仕事はありませんか？ 

★データ文字入力・部品組み立て・刺しゅう・編み物などの経験者・ワー

プロ・マイクロソフトエクセル・マイクロソフトワードなどの資格を持

った人も登録しています。 

★ボタン付け・糸切り・ラベル貼り・宛名書き・アクセサリー作り・データ 

入力・箱組み立て・部品組み立てなどの内職や短期間の内職も受け付けてい

ます。 

内職者募集の際には、ぜひ「就職相談支援センター」をご利用ください。 

相談日：月曜日 ～ 金曜日 ・ 相談時間：午前 ９時 ～ 午後 ５時 

 

 

 

 

 

☆内職者を募集しています！ 

＜仕事によっては細かい作業もあり、そのほかの求人条件が加わることがあります＞ 

  

仕事の内容 委託地域 工 賃 

部品組み立て、部品外観検査

（傷汚れ） 
三股町、都城市 製品による  

干支の置物の絵付けなど 
三股町、都城市とその近辺 

小林市内一部地域、高原町 
作業内容による

自転車用ハーネスのサブ作り 三股町、都城市とその近辺 4～ 20 円／本  

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
2 万～4 万 5 千円 

／反  

婦人服（スカート・パンツ）

の裏地・ベルト縫製 
三股町、都城市 製品による 

学生服ミシン縫製 三股町、都城市とその近辺 製品による  

学生服まとめ（まつり、スナ

ップ、しつけなど） 
三股町、都城市とその近辺 製品による 

                              １０月１日現在 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター（都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内） 

（☎／ＦＡＸ・２５－０３００）にお願いします。 

 

 

☆詳しくは宮崎県庁のホームページをご覧ください。  

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/rodo/kanairodo/index.html 
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◆「平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    秋のみやざき就職フェア秋のみやざき就職フェア秋のみやざき就職フェア秋のみやざき就職フェア」を開催します 

 

 

「平成２５年度 秋のみやざき就職フェア」を開催します。一般、公的職業

訓練修了者（終了予定者を含む）、来春大学などを卒業予定の人（中学･高校

卒業予定者を除きます）を対象としています。県内約１００社の企業ブース

で、担当者からの説明を聴くことができます。ぜひご参加ください。 

 

【期日】 

  １１月１１日(月)   

 【時間】 

午後０時３０受け付け開始   午後４時３０分終了 

【場所】 

  シーガイアコンベンションセンター ４階 サミットホール 

  宮崎市山崎町浜山（シーガイア内） 

 

【その他】 

   参加費は無料、履歴書も不要です。 

 

※お問い合わせは、 

宮崎労働局職業安定課 

 宮崎市橘通東３-１-２２ 宮崎合同庁舎５階 

（☎０９８５―３８―８８２３） 

ホームページ http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

                                にお願いします。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆安心・安全の目印     マークをご存知ですか？ 

 

S マーク（標準営業約款）制度は、「生活衛生関係営業の運営と適正化及

び振興に関する法律」に基づき、消費者保護の観点から消費者の店舗選択

の利便を図ることを目的として創設された制度です。 
 

＜safety（セーフティ）＝安全＞ 

     Ｓマークの店は損害賠償責任保険に加入済みです。 

     だから万一の事故にもきちんと対応できます。 

＜Standard（スタンダード）＝安心＞ 

         Ｓマークの店はサービス内容をはっきり掲示しています。 

     だから安心できるサービスをお約束します。 

＜Sanitation（サニテーション）＝清潔＞ 

     Ｓマークの店は施設・設備の一定基準を守って、衛生管理を 

     きちんと行っています。 

 

厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、理容店、美

容店、クリーニング店、一般飲食店でＳマークを掲げています。 
 

※お問い合わせは、(公財)宮崎県生活衛生営業指導センター 

（☎ ０９８５－２５－１４６６）にお願いします。 

 

◆ 不動産合同公売会を実施します 
 

宮崎県と市町村は、滞納処分により差し押さえた不動産を公売します。 

詳しくは都城県税・総務事務所までお問い合わせください (県のホームペ

ージにも情報を掲載しています) 。 
  

○期  日 ： １１月７日(木) 
 

○時  間 ： 午後１時～  開場 午後０時３０分 

  （※午後０時５０分ごろから入札についての説明を行いま

す。なるべくそれまでにご来場ください） 
 

○場  所 ： 宮崎県庁７号館４階７４４号(宮崎市旭１丁目３－６) 

 

※お問い合わせは、  

都城県税・総務事務所 納税課 (☎２３－４５１６)にお願いします。 
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◆ 木造住宅の耐震診断を実施します    

 

近年、大地震が頻発しており、家屋の倒壊などにより死傷者や避難者が出

ています。 

こうした状況を受け、町では昭和５６年以前に建築された木造住宅の耐震

性の向上を図り、安全で安心して暮らせる住まい造りの実現を目指すため、

木造住宅の耐震診断・耐震改修の費用の一部を補助します。 

耐震診断・耐震改修を希望する人は、お問い合わせください。 
 

１．耐震診断 

項   目 内    容 

対象建築物 
昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅で、現に

完成しているもの。 

耐 震 診 断 
「木造住宅の耐震診断と補強方法」（(財)日本建築防災協会

発行）による耐震診断。 

耐震診断費用 
1 棟当たり６万円のうち、個人負担は６，０００円です。残り

の５万４，０００円を国・県・町で負担します。 

実 施 方 法 
町が宮崎県木造住宅耐震診断士に委託して、耐震診断を行

います。 

棟   数 ２棟（応募多数の場合は、次回へ回します） 
 
２．耐震アドバイザー派遣 
  木造住宅の耐震に係る相談や地域での普及活動を行うアドバイザーを派

遣します。１棟当たり２回まで費用を負担します。 

 

３. 耐震改修工事 ※耐震診断を行っていることが条件です 

項 目 内    容 

耐震改修工事 
耐震診断の結果、評価点が１.０未満（倒壊する可能性があ

る）の木造住宅を、１.０以上（一応倒壊しない）に改修す

る工事をいいます。 

 

   

補 助 額 

・評価点が０・評価点が０・評価点が０・評価点が０....７未満の場合（限度額７５万円）７未満の場合（限度額７５万円）７未満の場合（限度額７５万円）７未満の場合（限度額７５万円）    

改修工事費と、対象住宅の延床面積に３万２，６００円を

乗じて得た額のいずれか小さい方の金額の２分の１以内。 

・評価点が０・評価点が０・評価点が０・評価点が０....７以上の場合（限度額５０万円）７以上の場合（限度額５０万円）７以上の場合（限度額５０万円）７以上の場合（限度額５０万円）    

改修工事費と、対象住宅の延床面積に３万２，６００円を

乗じて得た額のいずれか小さい方の金額の３分の１以内。 

棟 数 ２棟（定数に達し次第、締め切ります） 

※お問い合わせは、都市整備課 建築係（２階 ⑨番窓口） 
（☎５２－１１１１・内線２４５）にお願いします。 

 

 

◆「こどもの聴こえとことばの相談」を実施します 

 

「何度も聞き返すことが多いけれどちゃんと聴こえているかしら・・・」 

「中耳炎を繰り返しているので聴こえが気になる・・・」 

「言葉が遅いのでは・・・」 

「補聴器が合っていないようだ」など心配事はありませんか。 

 

聴こえや言葉について心配という人を対象に、聴力検査、補聴器の相談や

言葉についての相談などを行っています。 

検査を受けてみたいという人はお気軽にご相談ください。 

 

相 談 の 日 時 

毎週火曜日  午後 1時～ 

※検査・相談の時間は約 1時間ほどです。 

※業務の都合などで日時が変更になることがあります。 

場  所 
宮崎県身体障害者相談センター 

（宮崎県総合保健センター５階） 

対 象 者 乳幼児～１８歳未満の人 

内  容 

聴力検査・補聴器調整・発達検査・言語指導など 

～耳鼻科医師・看護師・臨床心理士・言語聴覚士が相談・   

検査に応じます。 

※料金は無料です。 

※予約制ですので事前にご連絡ください。 
 

※お申し込み・お問い合わせは、 

宮崎県身体障害者相談センター（宮崎県総合保健センター５階） 

〒880-0032  宮崎市霧島１丁目 1―2 

（☎０９８５－２９－２５５６・ＦＡＸ０９８５－３１－３５５３） 

にお願いします。                      

                          

  

 

    

⑤ 保健と福祉（子ども）
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◆ 屋外で鶏を飼育している人へ 

             高病原性鳥インフルエンザを予防しましょう 
 

 

 

 
 

◎◎◎◎    餌箱や水飲み場に、野鳥を近づけないようにしましょう！餌箱や水飲み場に、野鳥を近づけないようにしましょう！餌箱や水飲み場に、野鳥を近づけないようにしましょう！餌箱や水飲み場に、野鳥を近づけないようにしましょう！ 

・ 餌箱や水飲み場は、飼育小屋の中に置く。 

・ 野鳥の嫌いな光を反射するコンパクトディスク(ＣＤ)などを飼育小屋の周りに付ける。 

・ 飼育小屋の金網などの隙間・破れを防ぐ。 

◎ 飼育小屋への出入り時は、長靴の洗浄・消毒をしましょう！飼育小屋への出入り時は、長靴の洗浄・消毒をしましょう！飼育小屋への出入り時は、長靴の洗浄・消毒をしましょう！飼育小屋への出入り時は、長靴の洗浄・消毒をしましょう！ 

◎ 湖や池のほとりなどでの放し飼いは自粛しま湖や池のほとりなどでの放し飼いは自粛しま湖や池のほとりなどでの放し飼いは自粛しま湖や池のほとりなどでの放し飼いは自粛しましょう！しょう！しょう！しょう！ 

◎ 鶏の世話をした後は、手洗い・うがいをしましょう！鶏の世話をした後は、手洗い・うがいをしましょう！鶏の世話をした後は、手洗い・うがいをしましょう！鶏の世話をした後は、手洗い・うがいをしましょう！ 

 
※消毒薬の必要な人には、町役場で配布を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、町産業振興課    （☎５２－１１１１・内線３４３） 

都城家畜保健衛生所（☎６２－５１５１） 

北諸県農林振興局 （☎２３－４５２３） 

にお願いします。    

    

 

 

◆  農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による 

町商品券交換事業を実施しています 

農家の皆さんへ 

町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会では、農業用廃棄プラ

スチック類（ビニールなど）の「再生処理利用」を目的とした排出処理を

さらに促進するため、皆さんが処理した量をポイント化し、累積したポイ

ント数に応じて「三股町商工会オリジナル商品券」との交換事業を行って

います。 

農業用廃棄ビニールなどの不法焼却・不法投棄は法律で禁止されていま

す。適正処理への認識を高めるとともに、この事業に積極的にご参加くだ

さいますようお願いします。 

 ◎事業の対象者は、次の要件を全て満たしていることが必要です。 

１．農業を営み、町内に居住していること。 

２．協議会の実施する処理要領（処理日、場所や分別など）を守ること。 
 

◆◆◆◆  農業用廃棄プラスチック処理業務のお知らせ 
 

使用済みプラスチックは、排出業者（農業者）の責任で、適正に処理す

ることが義務付けられています。 

☆１０月の農業用廃プラスチックの処理業務は次の通り実施します。 

日  時 

１１月６日（第１水曜日）・１１月２０日（第３水曜日） 

≪午後１時３０分～３時３０分≫ 

★雨天の場合は中止になる場合があります。 

★不明な場合は下記の事務局までお問い合わせください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた） ☎５２－５４２４ 

搬入方法 
土・くずなど異物を取り除き、種類別・色別に分別して２０㌔

㌘程度に結束して搬入してください。 

処理料金 

塩  化  ビ  ニ  ル・・・㌔㌘当たり  ６円 

ポ リ 系・・・㌔㌘当たり ２３円 

硬質プラスチック類・・㌔㌘当たり ４１円 

注意事項 
★処理料金は現金払いです。 

★印かんをご持参ください。 
 

※お問い合わせは、（事務局）産業振興課 農業振興係（３階 ⑫番窓口） 

              （☎５２－１１１１・内線３５３）にお願いします。 

    

⑧ 農林畜産業関連 

現在、日本では、高病原性鳥インフルエンザの発生はありませんが、中国、台湾、

北朝鮮など近隣諸国においては、散発的に発生しています。 

本病のウイルスは、渡り鳥などの野鳥によって国内に持ち込まれる可能性が高く、

その侵入経路は複数存在する可能性があると指摘されており、依然としてウイルス

が侵入する可能性は高いと考えられます。 

渡り鳥の本格的な飛来時期を迎えるに当たり、病気の発生を防止するために次の

ことに気を付けて飼いましょう。 

□ 今、飼育している鶏は、動物愛護の観点から責任を持って飼いましょう。 

（鶏を捨てる〔放置する〕と、法律により罰せられる場合があります） 

□ 鶏に異常（続けて死亡した、首が曲がってきたなど）があるときは、以下の

対応をお願いします。 

① 直ちに家畜保健衛生所に連絡する。 

② 飼育小屋から鳥・卵などを出さない。 

□ 死亡した野鳥を発見した場合は、農林振興局まで連絡してください。 

お願い 
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◆「行政相談」を実施します 

 

行政相談は、国の行政全般について皆さんの苦情や意見・要望を聴いた上で、

公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や

実現の促進を図るとともに、皆さんの声を行政の制度・運営の改善に生かして

います。国の仕事やその手続き、サービスについて困っていることはありませ

んか。相談は無料、予約なしでお気軽に利用できます。相談者の秘密は、固く

守ります。 

次の日程で行政相談が実施されますので、お気軽にご相談ください。  

日  程 １１月５日（火）・１１月１８日（月） 

時  間 午前１０時～正午 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

相談委員 下石 年成さん 大村 田三さん 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３４）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆「法律相談」（無料）を実施します 

 

社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に法律相談を開設しています。 

日  程 １１月１９日（火） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金融上のトラブルなど、

生活にかかわる法律上のあらゆる相談・悩みごとに対して、司

法書士が適切にお答えします。 

申込方法 

当日は予約制です。人数に制限がありますので、相談を希望す

る人はお早めに電話で申し込むか、直接来館してお申し込みく

ださい。なお秘密は固く守られます。 

※お申し込み・お問い合わせは、社会福祉協議会 

（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 
 

 

⑨ 相 談 


